
三重労働局 雇用環境・均等室

育児・介護休業法等の改正のポイントについて

～共働き・共育ての推進等～
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２．就業規則の整備
等



• 第〇条（子の看護等休暇）
• １ 小学校第３学年修了までの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、次に定
める当該子の世話等のために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当
該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度と
して、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日か
ら翌年３月31日までの期間とする。
• 一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
• 二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
• 三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
• 四 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

• ２ 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得
することができる。

• 《法に基づき労使協定の締結により除外可能な従業員》
• ・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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３．就業規則の整備等

※下線部は法改正による変更点



• 第〇条（介護休暇）
• １ 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員 （日雇従業員を除く）は、
就業規則第○条に規定する年次有 給休暇とは別に、対象家族が１人の場合は１年間に
つき５日、 ２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、介護休暇 を取得する
ことができる。この場合の１年間とは、４月１日 から翌年３月31日までの期間とする。

• ２ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻 まで連続して取得すること
ができる。

• 《法に基づき労使協定の締結により除外可能な従業員》
• ・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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３．就業規則の整備等



• 第〇条（育児・介護のための所定外労働の制限）
• １ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員 （日雇従業員を除く）が当
該子を養育するため、又は要介護 状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除
く）が当 該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な 運営に支障があ
る場合を除き、所定労働時間を超えて労働 をさせることはない。

• ２ 請求をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以 内の期間について、制
限を開始しようとする日及び制限を 終了しようとする日を明らかにして、原則として、
制限開始 予定日の１か月前までに、育児・介護のための所定外労働制 限請求書を人
事担当者に提出するものとする。

• 《法に基づき労使協定の締結により除外可能な従業員》
• ・ 入社１年未満の従業員
• ・ １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
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• 第〇条（柔軟な働き方を実現するための措置） 新設
• １ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働
き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措置を選択して受けることがで
きる。
• 一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
• 二 テレワーク

• ２ １にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
• ３ １の一に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとお
りとする。
• 一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下
のように変更することができる。

• ・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
• ・時差出勤A=午前8時始業、午後5時終業
• ・時差出勤B=午前9時始業、午後6時終業
• ・時差出勤C=午前10時始業、午後7時終業
• 二 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、制度の適用を開始しようと
する日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らか
にして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書により人事担当者に
申し出なければならない。
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• ４ １の二に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
• 一 対象従業員は、本人の希望により、１月につき10日を限度としてテレワークを行うことが
できる。

• 二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができ
るものとする。

• 三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社の認めた場所に限
る。）とする。

• 四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の２営業日前までに、テレワーク申出書により
所属⾧に申し出なければならない。

• 《法に基づき労使協定の締結により除外可能な従業員》
• ・入社１年未満の従業員
• ・１週間の所定労働日数が２日以下の従業員
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実績と政府目標

くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定・プラスについて

主な認定基準 認定実績（令和６年３月末時点）

認定企業への優遇措置
商品や広告等へのマーク使用
公共調達の加点評価
くるみん助成金
両立支援等助成金におけるインセン
ティブ

日本政策金融公庫による低利融資

男性の育児休業等取得率
育児休業 3010％以上

又は
育児休業＋育児目的休暇

5020％以上

※男女の育児休業等取得率を厚生労働省
のウェブサイト「両立支援のひろば」
（https://ryouritsu.mhlw.go.jp/）
で公表していること

くるみん

○民間企業の男性の育児休業取得率
現状:30.1％（令和５年）

○男性の育児休業取得率の政府目標
目標:50％（令和７年）

85%（令和12年）

男性の育児休業等取得率
育児休業 5030％以上

又は
育児休業＋育児目的休暇

7050％以上

※プラチナくるみん認定後、男女の育児
休業等取得率など「次世代育成支援対策
の実施状況」を毎年公表しなければなら
ない。

男性の育児休業等取得率

育児休業 107％以上
又は

育児休業＋育児目的休暇
2015％以上

プラチナくるみん トライくるみん

くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん（共通）
 女性労働者、及び、女性有期雇用労働者の育児休業取得率 75％以上
 労働時間数

⑴フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 3045時間未満
又は25～39歳のフルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満
※トライくるみんは引き続き フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満

⑵月平均時間外労働60時間以上の労働者がいない

 くるみん認定企業 4,481社
 うち,プラチナくるみん認定企業

630社
トライ認定企業 2社

【目標:令和７年までにくるみん企業 4,300社】
・少子化社会対策大綱
（令和２年５月29日閣議決定）
・第５次男女共同参画基本計画
（令和２年12月25日閣議決定）

H19.4.1～ H27.4.1～ R4.4.1～

また、不妊治療と仕事とを両立しやすい職場環境整備に取り組む企業には、「プラス」認定もあります。

くるみんプラス トライくるみん
プラス

プラチナくるみん
プラス

認定の概要
① 企業が次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づいた一般事業主行動計画の策定・届出を行い、その行動計画に定めた目標
を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として認定（くるみん認定・トライくるみん認定）

② くるみん認定・トライくるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業に対しては、より優良な「子育てサポート企業」と
して認定（プラチナくるみん認定）

③ くるみん等の認定を受けた企業が、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組み、一定の認定基準を満たした場合、３種類のくるみん
にそれぞれ「プラス」認定を追加

④ 認定基準を満たさなくなったり、次世代法に違反したりした等の場合に、認定取消しの対象となる。

R4.4.1～
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＜赤字修正はR7.4.1から＞
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おわり
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三重労働局雇用環境・均等室

〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

電話番号059-226-2318

ご不明な点があれば、ご相談ください。


